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市民総合センター駐車場の電気自動車用普通充電器について 

 

 市民総合センター駐車場に設置しております電気自動車用普通充電器につき

ましては、利用者負担の適正化を図るため、急速充電器を新たに設置し、有料化

することとなりました。 

 これに伴い、既存の普通充電器の一般開放は、令和７年３月３１日（月）をも

ちまして終了させていただきます。 

なお、新たに設置する急速充電器の利用料金や利用開始日等につきましては、

改めてお知らせいたします。 

 

 


